
 

 

 

 高砂市伊保スポーツ広場条例施行規則を別紙のとおり公布する。 

 

 

  令和４年８月１日 

 

 

                高砂市長 都 倉 達 殊 

 

 

 

 



高砂市規則第２６号 

   高砂市伊保スポーツ広場条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、高砂市伊保スポーツ広場条例（令和４年高砂市条例第１７

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （公告） 

第２条 市長は、条例第５条第１項の規定により公募しようとするときは、あら

かじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。 

 ⑴ 高砂市伊保スポーツ広場（以下「スポーツ広場」という。）の概要 

 ⑵ 指定管理者が行う業務 

 ⑶ 指定管理者を指定して管理を行わせる期間 

 ⑷ 応募資格 

 ⑸ 選定基準 

 ⑹ その他市長が別に定める事項 

 （指定の申請） 

第３条 条例第５条第２項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体

は、高砂市伊保スポーツ広場指定管理者指定申請書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

 ⑵ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

 ⑶ 事業計画書及び収支予算書 

 ⑷ 決算報告書 

 ⑸ 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年高砂市条例

第５号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団密

接関係者に該当しない者である旨等を記載した誓約書 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

 （指定） 

第４条 市長は、条例第５条第３項の規定により指定管理者の指定をしたときは、

高砂市伊保スポーツ広場指定管理者指定書（様式第２号）を指定した団体に交

付するものとする。 



 （指定の取消し） 

第５条 市長は、指定管理者が条例第１４条各号のいずれかに該当し、指定管理

者の指定を取り消すときは、高砂市伊保スポーツ広場指定管理者指定取消書（様

式第３号）により行うものとする。 

 （事故報告） 

第６条 指定管理者は、スポーツ広場に関し、又はスポーツ広場を利用する者（以

下「利用者」という。）に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ず

るとともに、その概要を市長に報告しなければならない。 

 （利用許可の申請） 

第７条 条例第１７条第１項の規定により同項に規定する有料施設（以下「有料

施設」という。）の利用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならな

い。 

 ⑴ 団体利用（これに伴う附属設備の利用を含む。次条第１項第１号において

同じ。）の場合 施設利用許可申請書（様式第４号） 

 ⑵ 個人利用（これに伴う附属設備の利用を含む。次条第１項第２号において

同じ。）の場合 高砂市伊保スポーツ広場利用許可申請書（様式第５号） 

 （利用許可書の交付等） 

第８条 指定管理者は、前条第１項に規定する利用許可申請書を受理し、その利

用を適当と認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利

用許可書を当該利用許可申請書を提出した者に交付するものとする。 

 ⑴ 団体利用の場合 施設利用許可書（様式第６号） 

 ⑵ 個人利用の場合 高砂市伊保スポーツ広場利用許可書（様式第７号） 

２ 条例第２１条第１項に規定する許可利用者（以下「許可利用者」という。）は、

利用の際前項に規定する利用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直

ちにこれを提示しなければならない。 

 （入場の制限） 

第９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、スポーツ広

場への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。 

 ⑴ 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれがある者 



 ⑵ 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれがある物品又は動物を

携帯する者 

 ⑶ スポーツ広場の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがある者 

 ⑷ 保護者の同行しない幼児 

 ⑸ 泥酔してスポーツ広場の利用が危険であると認められる者 

 ⑹ スポーツ広場の管理上必要な指示に従わない者 

 （利用者の遵守事項） 

第１０条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 ⑴ スポーツ広場の敷地内において喫煙をしないこと。 

 ⑵ 許可を受けないで火気を使用しないこと。 

 ⑶ スポーツ広場内を不潔にしないこと。 

 ⑷ 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

 ⑸ 定められた場所以外に立入りをしないこと。 

 ⑹ その他係員又は許可利用者の指示に従うこと。 

 （許可利用者の遵守事項） 

第１１条 許可利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 ⑴ 利用人員は、許可された人数の範囲内とすること。 

 ⑵ 許可を受けた附属設備以外のものを利用しないこと。 

 ⑶ スポーツ広場の運営上支障を来すような行為をしないこと。 

 ⑷ 利用場所の整備及び原状復帰を行う場合には、係員の指示に従うこと。 

 ⑸ その他管理上必要なことについて指定管理者の指示に従うこと。 

 （利用後の点検） 

第１２条 許可利用者は、有料施設の利用を終了したときは、係員の点検を受け

なければならない。 

 （補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。 



 （指定管理者不在等の場合における市長による管理） 

２ 市長が条例第５条の規定により指定管理者を指定するに当たり候補者が存在

しない場合、市長が条例第１４条の規定により指定管理者の指定を取り消し、

又は期間を定めてスポーツ広場の管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた

場合、指定管理者が解散した場合又は指定管理者がいなくなった場合において、

指定管理者による管理が行えなくなる時からその直後に指定管理者を指定し、

又は当該停止の期間が終了する時までの間における第７条、第８条第１項、第

９条及び第１１条第５号の規定の適用については、これらの規定中「指定管理

者」とあるのは、「市長」とする。 

 （準備行為） 

３ 第２条から第５条までの規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の

行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１号（第３条関係） 

 

高砂市伊保スポーツ広場指定管理者指定申請書 

 

 

年  月  日 

 

 

高砂市長     様 

 

 

          申請者 所 在 地           

              名 称           

代表者氏名           

電 話 番 号  （  ）     

 

 

高砂市伊保スポーツ広場の指定管理者の指定を受けたいので、下記の書類を

添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

 １ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

 ２ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

 ３ 事業計画書及び収支予算書 

 ４ 決算報告書 

 ５ 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例第２条第１号に規定する

暴力団又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者である旨

等を記載した誓約書 

 ６ その他市長が必要と認める書類 

 

  



様式第２号（第４条関係） 

高砂市指令 第  号  

 

 

 

高砂市伊保スポーツ広場指定管理者指定書 

 

 

 

     様 

 

 

 

高砂市伊保スポーツ広場の指定管理者として指定する。 

 

 

 

      年  月  日 

  

 

 

高砂市長        □印  

 

 

 

 指定期間 

 

      年  月  日から    年  月  日まで 

 

 

 

 

  



様式第３号（第５条関係） 

高砂市指令 第  号 

  年  月  日 

 

高砂市伊保スポーツ広場指定管理者指定取消書 

 

        様 

高砂市長        □印  

 

下記の理由により指定管理者の指定を取り消す。 

 

 １ 施設名 

 

 ２ 取消年月日     年  月  日 

 

 ３ 取消理由 

 

 ４ 根拠となる条例 

 

  なお、この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して３箇月以内に市長に審査請求をすることができます。 

  また、この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長と

なります。）、決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定

があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この決定

の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、決定の取消しの訴えを提

起することができます。 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

 施 設 利 用 許 可 申 請 書             №      

年  月  日 

   指定管理者    様 

        団体名 

        所在地 

      代表者氏名               電話番号 

       

      申請者住所 

         氏名               電話番号 

 

 次のとおり申請いたします。 

会場の名称  

利 用 目 的  利用人数 

大人   人 

子供   人 

 計    人 

利 
用 

施 

設 

利用月日 施設・備品 個数 利用時間 利用料金 加算減免額 合計 

    円 円 円 

    円 円 円 

    円 円 円 

    円 円 円 

    円 円 円 

    円 円 円 

    円 円 円 

利用料金 

施設・備品 円 

 

利用料金合計          円 

加算減免額 円 

  

合   計 円 

署  名  
備  考 

 
受付年月日 年 月 日 受付者  

 

 



様式第５号（第７条関係） 

     高砂市伊保スポーツ広場利用許可申請書 №    

年  月  日 

指定管理者     様 

住  所                

氏  名                

年齢区分   □18歳超   □18歳以下 

電話番号                

次のとおり高砂市伊保スポーツ広場を利用したいので申請します。 

利 用 目 的  

利 用 日 時 
年  月  日（  曜日） 

       時   分から   時   分まで 

区     分 フィールド 
バスケットボール

コート 

附属設備 

（照明設備） 

時 間 数 時間 時間 時間  分 

利 用 料 金 円 円 円 

減免申請の有無 有・無   ×  ／100＝   円 
確 認 印 

備考 利用料金合計 

円 

（注）太枠欄は、記入しないでください。 

 

 

 

 

  



様式第６号（第８条関係） 

 

 施 設 利 用 許 可 書                   №      

年  月  日 

   団体名 

   所在地 

 代表者氏名           様    電話番号 

 

 申請者住所 

    氏名           様    電話番号 

 

                 指定管理者 

 

 次のとおり利用を許可します。 

会場の名称  

利 用 目 的  利用人数 

大人   人 

子供   人 

 計    人 

利 
用 

施 

設 

利用月日 施設・備品 個数 利用時間 利用料金 加算減免額 合計 

    円 円 円 

    円 円 円 

    円 円 円 

    円 円 円 

    円 円 円 

    円 円 円 

    円 円 円 

利用料金 

施設・備品 円 

 

利用料金合計          円 

加算減免額 円 

  

合   計 円 

備  考  
利用料金領収印 

 
受付年月日 年 月 日 受付者  



様式第７号（第８条関係） 

       高砂市伊保スポーツ広場利用許可書 №    

年  月  日 

 

住  所                

氏  名              様 

年齢区分   □18歳超   □18歳以下 

 

 

利 用 目 的  

利 用 日 時 
年  月  日（  曜日） 

       時   分から   時   分まで 

区     分 フィールド 
バスケットボール

コート 

附属設備 

（照明設備） 

時 間 数 時間 時間 時間  分 

利 用 料 金 円 円 円 

減免申請の有無 有・無   ×  ／100＝   円 
利用料金領収印 

上記のとおり利用を許可します。 

年  月  日 

    指定管理者       □印  

利用料金合計 

円 

（注）① 上記の表示時間は、退場の時間です。 

    ② 許可利用者は、利用が終わったときは、利用場所の清掃及び整備を

行うとともに、貸与品等を元の位置に返還してください。 

 

 


